
1

県 紋 章 つる 舞う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た

令和３年２月５日（金） 第９８７３号

目 次■

ページ

規 則

○群馬県農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則（農政課） ２

公 告

○都市計画地区計画の変更に係る縦覧（都市計画課） ３

○開発工事の完了（建築課） ３

落 札

○落札者等の決定（介護高齢課） ３

○同 ４

令和３年２月５日（金） 群 馬 県 報 第９８７３号



2

規

則

■群
馬
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
九
号

群
馬
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
中
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る
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。
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公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

甘楽都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和３年２月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 甘楽都市計画地区計画 甘楽第一産業団地地区

２ 都市計画の変更年月日 令和３年１月２１日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び甘楽町建設課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和３年２月５日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字藤川字豊原５９－２ 邑楽郡邑楽町大字中野１９４５番地５７ ＡＫ
Ｉハウス中野Ⅲ１０２
蜂須裕弥

２ 邑楽郡明和町千津井４７２－２、４７２－３、４７ 邑楽郡明和町千津井４７２番地２
２－４、４７２－５、４７２－６、４７２－７ 薗部賢司

３ 邑楽郡板倉町大字籾谷字中１６９１－１０ 邑楽郡板倉町大字板倉２１９７番地 ウエスト
ヘリテイジー１０１
山﨑政登

落 札■

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和３年２月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 手指消毒用エタノール ３６，５００ℓ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県健康福祉部介護高齢課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年７月１６日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 東京サラヤ株式会社北関東支店 埼玉県さいたま市北区別所町１１２２

－１

５ 随意契約に係る契約金額 ６７，４５２，０００円
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６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５号該当

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和３年２月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 防護服 １７８，８００枚

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県健康福祉部介護高齢課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年９月１６日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 ミドリ安全群馬株式会社 群馬県前橋市西片貝町４－１６－１７

５ 随意契約に係る契約金額 ３８，７４５，９６０円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５号該当
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